
　多重債務とは、多数の消費者金融などから借金をし、自分の返済能力を超えてし

まったり、返済のための借金を繰り返して返済が困難になった状態のことです。多

重債務は「債務整理」によって解決できます。

○債務整理には４つの方法があります
①任意整理…裁判所を通さず、弁護士などが債権者と話し合い、利息の再計算や返

済方法の見直しをする方法

②特定調停…債務者が簡易裁判所に申し立て、裁判所の調停で、利息の再計算や返

済方法の見直しをする方法

③個人再生手続…債務者が地方裁判所に申し立て、借金の一部を３年程度で支払う

ことを条件に、残りの借金を免除してもらう方法

④自己破産…債務者が地方裁判所に申し立て、生活を支えるための自由財産として

認められる額を超えた財産があれば債権者に分配し、残りの借金は全額免責して

もらう方法

○解決のために、まずは相談を
●多重債務に陥ったら、できるだけ早く相談することが必要です。

●債務者が弁護士などに債務整理を依頼し受任されると、貸金業者による取り立て

は法律で禁止されるため、止まります。なお、貸金業者から「家族なら払え」と

いわれても、借金の保証人や連帯保証人になっていなければ支払い義務はありま

せん。

●消費生活相談窓口では、多重債務に陥った方の状況を伺い、適切な専門機関を案

内します。

○あきる野市消費生活相談窓口
　契約に関するトラブルや悪質商法など、消費生活に関して困ったときは、一人で

悩まずに気軽にご相談ください。

●開設日時…毎週月曜・木曜日午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）

※予約の必要はありません。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた

め、電話で連絡してください。

●場所…市役所１階市民相談室

※月曜・木曜日以外でお急ぎの方は、東京都消費生活総合センターに相談してくだ

さい。

○東京都消費生活総合センター
●開設日時…毎週月曜～土曜日　午前９時～午後５時（☎03－３２３５－

１１５５）

※多重債務相談も受け付けています。

くらしの知恵袋
～消費生活相談～

～多重債務は解決できます～

　

医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
が
不
足
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
担
当
課
、
各
医

療
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▽
実
施
期
間　

令
和
３
年
１
月
31
日

㈰
ま
で

▽
対
象

●
接
種
日
当
日
に
65
歳
以
上
の
方

●
接
種
日
当
日
に
60
歳
以
上
64
歳
以

下
の
方
で
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸

器
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活

動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の

障
が
い
の
あ
る
方
、
ヒ
ト
免
疫
不

全
ウ
イ
ル
ス
で
免
疫
の
機
能
に
日

常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程

度
（
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
相

当
）
の
障
が
い
の
あ
る
方

▽
持
ち
物

●
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
「
健
康
保
険

証
」
な
ど

●
生
活
保
護
受
給
者
、
中
国
残
留
邦

人
等
支
援
給
付
受
給
者
の
方
…

「
受
給
証
明
書
」

●
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

…
「
身
体
障
害
者
手
帳
」

●
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
相
当
の
方

…
診
断
書

▽
問
合
せ　

健
康
課
予
防
推
進
係

（
直
通
５
５
８
・
１
１
９
１
）

　

財
産
や
遺
産
の
こ
と
な
ど
、
専
門

家
に
相
談
で
き
ま
す
。
家
族
か
ら
の

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

▽
日
時　

令
和
３
年
１
月
22
日
㈮　

午
後
２
時
～
４
時
（
１
組
40
分
）

▽
場
所　

市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

▽
対
象　

市
内
在
住
の
お
お
む
ね
65

歳
以
上
の
方
と
そ
の
家
族

▽
定
員　

３
組
（
申
込
み
順
）

▽
費
用　

無
料

▽
そ
の
他　

当
日
は
検
温
、
マ
ス
ク

の
着
用
な
ど
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
体
調
が
優
れ
な
い
方

は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法

12
月
16
日
㈬
午
前

９
時
か
ら
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※
毎
月
実
施
す
る
市
民
相
談
で
も
相

談
は
受
け
付
け
て
い
ま
す
（
日
程

は
毎
月
15
日
発
行
の
広
報
紙
に
掲

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を

受
講
し
た
方
を
対
象
に
、
認
知
症
の

方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中

心
に
学
び
、
認
知
症
の
理
解
と
対
応

方
法
の
学
び
を
深
め
、
地
域
で
活
躍

で
き
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
希
望

す
る
方
は
後
日
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な

ど
で
施
設
体
験
を
行
う
こ
と
も
で
き

ま
す
。

▽
日
時　

令
和
３
年
１
月
16
日
㈯　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

▽
場
所　

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
産

業
情
報
研
修
室

▽
講
師　

講
師
養
成
研
修
を
受
講
し

た
方

▽
対
象　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
受
講
し
た
方

▽
定
員

15
人
（
申
込
み
順
）

▽
そ
の
他　

当
日
は
検
温
、
マ
ス
ク

の
着
用
な
ど
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
体
調
が
優
れ
な
い
方

は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法

12
月
16
日
㈬
か
ら

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

高
齢
者
支
援

課
高
齢
者
支
援
係
（
直
通
５
５

８
・
１
９
５
３
）

載
）。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

中
部
高
齢
者

は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
５

０
・
６
１
０
１
）

　

高
齢
者
の
入
居
で
き
る
施
設
の
職

員
が
、
各
施
設
の
特
色
や
入
居
の
条

件
な
ど
を
講
話
し
ま
す
。

▽
日
時　

令
和
３
年
１
月
20
日
㈬　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

▽
場
所　

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階　

産
業
情
報
研
修
室　

▽
講
師　

介
護
施
設
職
員

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

▽
定
員

15
人
（
申
込
み
順
）　

※
当
日
は
検
温
、
マ
ス
ク
の
着
用
な

ど
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

体
調
が
優
れ
な
い
方
は
、
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

※
密
集
・
密
接
・
密
閉
を
防
ぐ
た
め

換
気
を
行
い
、
間
隔
を
あ
け
た
座

席
を
配
置
し
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

12
月
16
日
㈬
午
前

９
時
か
ら
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

東
部
高
齢
者

は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
５

９
・
１
３
２
０
）

萩
野
セ
ン
タ
ー

（
☎
５
５
０
・
２
７
２
２
）

▽
健
康
フ
ラ
ダ
ン
ス

●
日
時
…
毎
月
第
１
・
第
３
火
曜
日　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分
（
祝

日
を
除
く
）

●
講
師
…
小
林
容
子
さ
ん

●
定
員
…
５
人
（
申
込
み
順
）

●
持
ち
物
な
ど
…
バ
ス
タ
オ
ル
か
ヨ

ガ
マ
ッ
ト
、
運
動
し
や
す
い
服
装

●
費
用
…
１
回
５
０
０
円

開
戸
セ
ン
タ
ー

（
☎
５
５
０
・
２
７
５
５
）

▽
編
み
物
教
室

●
日
時
…
毎
月
第
１
・
第
３
月
曜
日　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
（
祝
日
を

除
く
）

●
定
員
…
若
干
名

●
持
ち
物
…
か
ぎ
針
、
棒
針

●
費
用
…
１
回
千
円
（
材
料
費
別
）

高
齢
者
げ
ん
き
応
援
事
業

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和２年（2020年）12月15日 （6）

（以下は広告枠です）

高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
が

無
料
で
接
種
で
き
ま
す

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座

高
齢
者
の
た
め
の

法
律
相
談
会（
予
約
制
）

介
護
教
室

「
介
護
保
険
な
ど
に
よ
る

入
居
施
設
の
紹
介
」


